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令
和
７
年
度
上
半
期
監
査
会

　

令
和
７
年
11
月
18
日
に
一
迫
花
山
商

工
会
に
お
い
て
、
正
副
会
長
並
び
に
担

当
職
員
の
立
ち
合
い
の
も
と
令
和
７
年

度
上
半
期
の
監
査
会
を
実
施
い
た
し
ま

し
た
。

　

監
事
に
よ
る
関
係
諸
帳
簿
等
の
詳
細

な
確
認
が
行
わ
れ
、
内
容
は
適
正
に
処

理
さ
れ
て
い
る
旨
の
講
評
が
あ
り
監
査

は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

監
査
を
受
け
た
項
目
に
つ
い
て
は
次

の
と
お
り
で
す
。

（
１
）令
和
７
年
度
上
半
期
事
業
報
告
及

び
一
般
会
計
・
特
別
会
計
等
に
つ
い

て①
令
和
７
年
度
上
半
期
事
業
報
告

②
令
和
７
年
度
上
半
期
一
般
会
計
月

末
残
高
試
算
表

③
令
和
７
年
度
上
半
期
収
入
・
支
出

の
状
況

④
令
和
７
年
度
上
半
期
貸
借
対
照
表

⑤
令
和
７
年
度
上
半
期
労
働
保
険
事

務
組
合
月
末
残
高
試
算
表

 

（
一
般
会
計
）

⑥
令
和
７
年
度
上
半
期
労
働
保
険
事

務
組
合
月
末
残
高
試
算
表

 

（
特
別
会
計
）

⑦
栗
原
市
物
価
高
騰
支
援
生
活
応
援

商
品
券
事
業（
特
別
会
計
）月
末
残

高
試
算
表

（
２
）そ
の
他
の
報
告
事
項

①
令
和
７
年
度
上
半
期
会
員
の
加
入

　

・
脱
退
等
報
告

②
令
和
７
年
度
上
半
期
数
値
目
標
関

係
の
進
捗
状
況

③
令
和
７
年
度
上
半
期
巡
回
・
窓
口

相
談
指
導
実
施
報
告

④
自
己
財
源
比
率
の
状
況
・
市
内
商

工
会
の
財
政
状
況

⑤
事
務
受
託
事
業
の
状
況

（
３
）そ
の
他
参
考
資
料

①
令
和
７
年
度
事
業
計
画
の
具
体
的

な
実
施
方
針

②
役
員
の
状
況

③
事
務
局
の
状
況

④
商
工
会
職
員
定
数
管
理
計
画

⑤
商
工
会
の
監
査

⑥
監
事
の
職
務
と
役
割

⑦
会
報
の
発
行
状
況

　

令
和
７
年
度
第
３
回
理
事
会

　
開
催
日
時　

令
和
７
年
12
月
17
日

　
開
催
場
所　

一
迫
花
山
商
工
会

　
出
席
役
員　

15
名

　

承
認
さ
れ
た
議
案
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
第
１
号
議
案
】会
員
の
加
入
承
認
・
脱

　

退
・
変
更
等
報
告
の
件

【
第
２
号
議
案
】育
児
介
護
休
業
法
等
改

　

正
（
令
和
７
年
10
月
１
日
施
行
）
に

伴
う
一
迫
花
山
商
工
会
育
児
・
介
護

休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

（
案
）承
認
の
件

【
第
３
号
議
案
】経
営
発
達
支
援
計
画
の

認
定
期
間
満
了
に
伴
う
認
定
申
請
書

（
案
）承
認
の
件

【
第
４
号
議
案
】商
工
会
中
期
計
画
（
案
）

並
び
に
商
工
会
地
域
振
興
計
画
（
案
）

承
認
の
件

【
報
告
事
項
】

①
一
迫
花
山
商
工
会
給
与
規
程
の
一

部
改
正
（
案
）に
つ
い
て

②
２
０
２
５
「
商
工
会
年
末
大
売
出

し
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
の
実
施
に

つ
い
て

③
令
和
７
年
度
経
営
発
達
支
援
事
業

の
上
半
期
進
捗
状
況
に
つ
い
て

④
令
和
７
年
度
上
半
期
数
値
目
標
等

の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

⑤
令
和
７
年
度
上
半
期
監
査
会
の
実

施
報
告
に
つ
い
て

⑥
栗
原
市
物
価
高
騰
支
援
生
活
応
援

商
品
券
事
業
の
実
績
報
告
に
つ
い

て
⑦
令
和
７
年
度
補
正
予
算
（
中
小
企

　

業
・
小
規
模
事
業
者
等
関
連
予
算
）

　

に
つ
い
て

⑧
第
65
回
商
工
会
全
国
大
会
に
係
る

　

全
国
連
会
長
表
彰
の
受
賞
に
つ
い
て

　

令
和
７
年
度
第
４
回
理
事
会

　
開
催
日
時　

令
和
８
年
３
月
30
日

　
開
催
場
所　

一
迫
花
山
商
工
会

　
出
席
役
員　

14
名

　

承
認
さ
れ
た
議
案
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
第
１
号
議
案
】会
員
脱
退
・
変
更
等
報

告
の
件

【
第
２
号
議
案
】商
工
会
等
職
員
の
再
雇

用
延
長
に
つ
い
て

【
第
３
号
議
案
】商
工
会
等
職
員
の
再
雇

用
年
齢
引
上
げ
に
係
る
諸
規
程
の
一

部
改
正
（
案
）承
認
の
件

①
一
迫
花
山
商
工
会
服
務
規
程
の
一

部
改
正
（
案
）承
認
の
件

②
一
迫
花
山
商
工
会
給
与
規
程
の
一

部
改
正
（
案
）承
認
の
件

③
一
迫
花
山
商
工
会
処
務
規
程
の
一

部
改
正
（
案
）承
認
の
件

【
第
４
号
議
案
】一
迫
花
山
商
工
会
給
与

規
程（
通
勤
手
当
）の
一
部
改
正（
案
）

承
認
の
件

【
第
５
号
議
案
】部
会
・
委
員
会
の
審
議

内
容
の
報
告
に
つ
い
て

【
第
６
号
議
案
】令
和
８
年
度
事
業
計
画

重
点
事
業
（
案
）承
認
の
件

【
第
７
号
議
案
】令
和
８
年
度
予
算
編
成

の
基
本
方
針（
案
）及
び
中
期
財
政
計

画
（
案
）承
認
の
件

【
第
８
号
議
案
】令
和
７
年
度
経
営
発
達

支
援
事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

【
第
９
号
議
案
】令
和
７
年
度
会
員
増
強

運
動
「
新
規
会
員
加
入
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
運
動
」
の
実
施
報
告
に
つ
い
て

【
報
告
事
項
】

①
２
０
２
５
「
商
工
会
年
末
大
売
出

し
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
の
実
施
報

告
に
つ
い
て

②
各
種
支
援
策
・
補
助
金
等
の
情
報

に
つ
い
て
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理
事
会
だ
よ
り

令
和
７
年
度
上
半
期

監
査
会
終
了

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

新

会

員

紹

介

（
敬
称
略
）

※
令
和
８
年
３
月
31
日
現
在
会
員
数

　
●
２
３
３
名（
組
織
率
84
・
１
％
）

◆
普
通
会
員

◎
長
崎
介
護
タ
ク
シ
ー

　

代
表
者　
佐
々
木　
　
　

淳

　

業
　
種　
タ
ク
シ
ー
業

　

地
　
区　
一
迫
一
本
杉

ご存じですか？

中退共は国の退職金制度！

「中退共」の
退職金制度

●新規加入や掛金月額を増額する場合、
掛金の一部を国が助成します。
●自治体等独自の掛金補助
●外部積立型で管理も簡単
◎パートさんも家族従業員もご加入
　いただけます。
人材の定着につながります！

お気軽にお問い合わせください
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
　０３（３９０７）１２３４
　０３（５９５５）８２１１

中退共 検索

オンラインで
加入申込み
受付中

加入後の一部手続きもオンラインで可能。
制度の詳しい内容は２次元コード又はホームページからご確認ください。
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◆中小企業等経営継続・成長支援事業とは
　　物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある市内

の中小企業及び小規模事業者が、販路開拓や生産性向
上など、経営の継続と成長に向けた前向きな取組に要
する経費の一部を交付するものです。

◆対象事業者は
　　市内に事業所等を有し、物価高騰等の影響により営

業利益率が減少している事業者
　※大企業は対象外
◆申請期間は
　　令和８年２月２７日から５月２９日まで
◆申請先は
　　商工観光部産業戦略課へ提出してください。 
　☎２２－１２２０

※申請書類は、栗原市公式ウェブサイトからダウンロードす
るか産業戦略課で配布します。

◆申請に必要なものは
♢交付申請書
♢事業計画書
♢収支予算書
♢営業利益率が減少していることの報告書
♢補助金の対象経費として取得する物品等の金額がわ

かる見積書等の写し
♢その他市長が必要と認める書類

◆支援内容は
♢支援対象経費
　　販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開に

要した経費
【販路開拓】

例） ・新たに実施するＳＮＳ広告、チラシ作成、ホ
ームページ新設

　　 ・展示会、商談会への出展
【生産性向上】

例） ・セルフオーダー用端末やキャッシュレス化に
必要な設備の導入

　　 ・商品の付加価値を高めるための生産設備の導入
【新商品・新役務の展開】

例） ・新メニューや試作品の開発
　　 ・新たに実施するネット通販、テイクアウト、キ

ッチンカーでの移動販売
◆支援金の額

　対象経費の２／３以内の額を助成
　※上限額 １００万円、下限額 １０万円
　※県補助と併用は不可

◆経営力強化・省エネ設備等導入支援金とは
　　エネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける市内観

光事業者（宿泊施設・飲食店等）の労働生産性を高める
高付加価値化改修、観光ＤＸ推進や、エネルギーコス
トを構造的に削減する省エネ設備導入を支援し、持続
可能な経営基盤の確立を目指すものです。

◆対象事業者は
（１）市内の温泉宿泊事業者
（２）市内のビジネスホテル事業者等（民泊事業者含む）
（３）市内の観光事業者

◆申請先は
　商工観光部田園観光課へ提出してください。
　☎２２－1151

※申請書類は、栗原市公式ウェブサイトからダウンロードす
るか田園観光課で配布します。

◆申請期間は
　令和８年５月１日から６月３０日まで
◆申請に必要なものは

♢交付申請書
♢事業計画書
♢収支予算書
♢補助金の対象経費として取得する物品等の金額がわ

かる見積書等の写し
♢その他市長が必要と認める書類

◆支援内容は
♢支援対象経費
　　高付加価値化・食の多様性対応の推進、経営力強

化に向けた観光ＤＸの推進、施設の省エネ対策に資
する設備・備品の購入・設置に要した経費

【高付加価値化・食の多様性対応の推進】
　　インバウンド誘客を見据えた客室等の高付加価値

化改修、ユニバーサルデザイン化（多言語化・バリ
アフリー）改修など

【経営力強化に向けた観光ＤＸの推進】
　　多言語対応のＡＩシステム、モバイルオーダーシ

ステム導入 など
【施設の省エネ対策に資する設備・備品の購入・設置】
　　省エネ型空調、高効率エアコン、省エネ型ボイラ

ー・配管、二重サッシ等の高断熱窓、ＬＥＤ照明機
器、太陽光発電、蓄電設備、節水トイレ など

◆支援金の額
　対象経費の２／３以内の額を助成
　※上限額 １００万円、下限額 １０万円
　※他の補助と併用は不可

国の重点支援地方交付金活用事業
栗原市物価高騰支援制度のお知らせ

中小企業者等への支援

中小企業等経営継続・成長支援金を交付します

経営力強化・省エネ設備等導入支援金を交付します
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 青 年 部
　若手経営者や若手後継者等で構成され、異業種の交流
の場として活動が行われております。
　主な事業としては講習会・視察研修会の開催、イベン
トへの出展など地域振興の担い手として、様々な活動を
行っております。

 女 性 部
　女性経営者や事業主の奥様などで構成され活動してお
ります。
　主な事業としては各種研修会・講習会の開催やイベン
トへの出展、おもてなし事業など、様々な活動を通じて
地域貢献、意見交換などを行っております。

　商工会では、青年部・女性部など同世代や同業種等での部会活
動を行っています。交流を深めて人脈を広げることができます。

　青年部及び女性部は、商工業の発展と魅力ある地域づくりを目
指して、多彩な活動を展開していきます。例えば、企業経営に役
立つネットワークづくりや異業種の交流、事業承継や女性の社会
進出の支援はじめ、ＩＴ研修など、資質向上と地域経済の活性化
に努めています。

　

去
る
十
二
月
十
七
日
、
商
工
会
館
に
お
い
て
、

中
小
・
小
規
模
事
業
者
十
五
名
参
加
の
も
と
、
課

題
解
決
環
境
整
備
事
業
「
事
業
者
向
け
講
習
会
」
を

開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
労
働
法
制
、
税

制
度
、
民
法
等
の
制
度
改
正
等
に
よ
り
生
じ
る
諸

課
題
へ
の
対
応
や
生
産
性
向
上
に
向
け
、
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
が
理
解
を
深
め
適
切
な
対
応

が
で
き
る
よ
う
、
本
会
と
宮
城
県
商
工
会
連
合
会

が
連
携
し
て
行
う
事
業
の
一
環
と
し
て
開
催
す
る

も
の
で
す
。

　

今
回
の
講
習
会
で
は
、
㈱
ミ
タ
ス
・
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
代
表
取
締
役
の
本
田
信
輔
氏
（
名
取
市
在
住
）

を
講
師
に
迎
え
、～
コ
ロ
ナ
禍
・
コ
ス
ト
高
の
ピ

ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
～「
上
手
な
値
上
げ
で
利
益

確
保
」と
題
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
、
物
価
高
騰
が
続
く

中
、
小
規
模
事
業
者
の
効
率
的
な
利
益
確
保
に
取

り
組
む
た
め
の
値
上
げ
の
必
要
性
や
重
要
性
、
小

規
模
事
業
者
の
強
み
を
生
か
し
た
値
上
げ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
や
勝
ち
残
り
策
な
ど
、
今
後
の
利
益
確
保

に
向
け
た
値
上
げ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
値
上

げ
前
、
値
上

げ
後
の
対
応

策
を
交
え
な

が
ら
、
し
っ

か
り
儲
け
る

た
め
の
値
上

げ
実
践
論
に

つ
い
て
の
解

説
が
な
さ
れ
、

参
加
者
に
は

大
変
有
意
義

な
機
会
と
な

り
ま
し
た
。

青
年
部
コ
ー
ナ
ー

 「
視
察
研
修
を
開
催
」

　

去
る
令
和
８
年
２
月
２
日
と
３
日
の
二
日
間
、
青
年
部

は
青
森
県
八
戸
市
で
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
研
修
に
は
７
名
が
参
加
し
、
多
様
な
地
域
資
源
を
有

す
る
八
戸
市
を
訪
れ
、
地
域
経
済
振
興
に
向
け
た
取
り
組

み
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

今
回
の
視
察
研
修
で
は
、
蕪
嶋
神
社
や
八
戸
ポ
ー
タ
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム「
は
っ
ち
」、
八
食
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
訪
れ
、

自
然
・
歴
史
・
食
と
い
っ
た
地
域
資
源
の
活
用
方
法
や
情

報
発
信
の
工
夫
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

各
視
察
先
に
お
い

て
、
実
際
の
取
り
組

み
や
工
夫
に
つ
い
て

現
地
で
触
れ
る
こ
と

で
理
解
を
深
め
、
参

加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
多

く
の
学
び
を
得
る
機

会
と
な
り
、
有
意
義

な
研
修
と
な
り
ま
し

た
。

 「
若
手
後
継
者
研
修
を
開
催
」

　

去
る
令
和
８
年
１
月
20
日
、
一
迫
花
山
商
工
会
館
に
お
い

て
、
若
手
後
継
者
等
の
資
質
向
上
を
目
的
と
し
た
「
青
年
部

若
手
後
継
者
等
育
成
事
業
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
第
一
印
象
研
究
所 

代
表 

杉
浦
永
子
氏
を
お

招
き
し
、「
若
手
経
営
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

向
上
研
修
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

講
義
で
は
、
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
事
前
診
断
を

活
用
し
、
自
身
の
怒
り
の
特
性
や
仕
組
み
を
理
解
す
る
と

と
も
に
、
他
者
と
の
違
い
を
踏
ま
え
た
適
切
な
関
わ
り
方

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
診
断
結
果
を
も
と
に
、

対
人
対
応
力
や
信
頼
関
係
構
築
力
の
向
上
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
自
身
の
診
断
結
果

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（
動
物
や
タ
イ

プ
）
に
つ
い
て
楽
し
み
な
が
ら
受

講
し
て
お
り
、
講
義
中
は
積
極
的

な
意
見
交
換
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

講
習
会
に
は
６
名
が
参
加
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
学
び
を
得
ら

れ
、
有
意
義
な
講
習
会
と
な
り
ま

し
た
。

女
性
部
コ
ー
ナ
ー

 「
若
手
後
継
者
研
修
会
に
参
加
し
て
」

　

女
性
部
活
動
の
一
環
と
し
て
、
令
和
７
年
12
月
９
日
（
火
）

一
迫
花
山
商
工
会
研
修
室
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
み
や
ぎ
認
知
症
応
援
大
使
の
遠
藤
実
氏
を

迎
え「
認
知
症
に
な
っ
て
も
笑
顔
で
暮
ら
す
た
め
に
」を
テ

ー
マ
に
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

遠
藤
氏
は
60
歳
で「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
」と
診

断
さ
れ
、
困
難
な
状
況
と
向
き
合
う
日
々
を
過
ご
し
な
が

ら
も
ご
自
身
の
人
間
力
に
よ
り
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
変

え
、
環
境
を
整
え
「
若
年
性
認
知
症
」
と
日
々
向
き
合
い
、

現
在
は
積
極
的
に
地
域
の
方
々
と
ふ
れ
あ
い
、
県
内
各
地

で
講
演
活
動
を
行
い
、
ご
自
身
の
体
験
談
や
思
い
な
ど
を

伝
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

認
知
症
へ
の
関
心
と
理
解
が
よ
り
一
層
深
ま
り
貴
重
な

お
時
間
を
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
く
良
い
機
会
と
な
り
、
有

意
義
な
研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

遠
藤
氏
は
、
歌
が
大
好
き
で
自
慢
の
歌
声
を
ご
披
露
下

さ
り
会
場
い
っ
ぱ
い
笑
顔
の
花
を
咲
か
せ
て
下
さ
い
ま
し

た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
益
々
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

（
女
性
部

　
阿
部
裕
美
）

人脈づくりのためにご参加ください
青年部・女性部活動

地域のネットワークが
広がります

令
和
７
年
度
制
度
改
正
等
の

課
題
解
決
環
境
整
備
事
業

「
事
業
者
向
け
講
習
会
」が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
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助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。
賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください。

※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ
（令和８年1月時点版）

最低賃金引き上げに伴う
支援・後押しを強化しています

厚生労働省、中小企業庁では、

※本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・中小企業庁の補助事業、賃上げ
を後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情報についてはホームページ等でご確認ください。

業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等
を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を３％以上賃上げする場合に、キャリ
アアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

デジタル化・AI 導入補助金
ものづくり補助金
省力化投資補助金（一般型）
最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を２／３に引き上げ、
優先的に採択します。
※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。

特設サイト
はこちらから

厚生労働省
賃金引き上げ特設ページ

中小企業庁
ミラサポplus

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等の導入や雇用環境の整備により、離職
率低下を実現した事業主に対して助成します。

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合
等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、 外部専門
家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上
げた場合に助成します。 ※令和７年度の交付申請は11月28日（金）まで！

働き方改革推進支援助成金

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

25

25

50

助成上限額

賃上げ加算基本部分

6～360万円（※2）

～550万円

～500万円

～120万円

コース区分

業種別課題対応コース（※1）

労働時間短縮・年休促進支援コース

勤務間インターバル導入コース
（※1）建設業の場合
（※2）労働者数30人以下の場合は倍額を加算
（※3）別途団体向けのコースあり（助成上限額1,000万円）

人材開発支援助成金

賃上げした場合の助成率・額区分（※）

労働者1人１時間あたり
500円・1000円

訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、
24万円・36万円

1人１コースあたり
12万円～25万円

①賃金助成額

②経費助成率

③ＯＪＴ実施助成額

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②
のみとなる場合もあります。）。

人材確保等支援助成金

助 成 額（※ 1 ・2 ）区 分

50万円（40万円）

25万円（20万円）

導入経費の62.5％（50％）

①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

④職場活性化制度
⑤健康づくり制度

⑥作業負担を軽減する機器等

（※１）括弧内の金額は、５％以上の賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。
（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）
産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

賃上げを後押しするその他施策

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行った中小企
業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

〈補助上限〉30万円～600万円 〈 助成率〉3／4 ～ 4／5
〈助成対象経費の例〉機器・設備の導入：POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

経営コンサルティング：国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他：顧客管理情報のシステム化

業務改善助成金

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

業務改善助成金コールセンター：0120- 366- 440（受付時間 平日 9:00～17:00）

•対象事業場を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金未満まで」に拡充
•最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを完了していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社
員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

キャリアアップ助成金

〈対象となる方〉
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計
画」を作成し、その計画に基づき、右の❶～❼
までのいずれかを実施した事業主。
〈支援内容〉※賃金規定等改定コースの場合
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定
等を3%以上増額改定し、その規定を適用した
事業主に対して、右記の額の助成を行います。

都道府県労働局

6万5,000円５％以上６％未満４万円３％以上４％未満

７万円６％以上５万円４％以上５％未満

※助成額は令和７年度の内容です

デジタル化・AI導入補助金

❶正社員化コース
❷障害者正社員化コース
❸賃金規定等改定コース
❼短時間労働者労働時間延長支援コース

❹賃金規定等共通化コース
❺賞与・退職金制度導入コース
❻社会保険適用時処遇改善コース

業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための ITツール等の導入を支援します。

補助率：１／２～４／５サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター：
0570-666- 376

生産性向上に資する革新的な新製品・新サー
ビス開発を行う中小企業等の設備投資等を支
援します。

補助上限：最大4,000万円
補助率：１／２～２／３

ものづくり補助金

ものづくり補助金事務
局サポートセンター：
050-3821- 7013

補助上限：最大450万円

•最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者
に対する加点も実施。
•事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。

※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

•最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金
未満」に拡充し、該当事業者に対する加点も実施。
•事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた
事業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

補助上限：最大1億円 ※従業員数による
補助率：１／２～２／３

問合先 問合先
中小企業省力化投資補
助事業 コールセンター :
0570-099- 660

拡充！

問合先

問合先

問合先

拡充！

拡充！

拡充！
•最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金
未満」に拡充し、該当事業者に対する加点も実施。
•事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事
業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら詳しくはこちら

小企業省力化投資補助金（一般型）中
人手不足に悩む中小企業等に対して、事
業内容に合わせて多様な設備やシステム
が導入により、省力化投資を後押しします。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図
ることを目的とし、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取
組を支援します。
一般型・通常枠
補助上限：50万円（賃金引上げ特例：150万上乗せ）
補助率：２／３（賃金引上げ特例：赤字事業者は３／４）

小規模事業者持続化補助金

賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果
が大きい売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援します。
補助上限：最大5億円
補助率：１／２
要件：100億宣言を行っていること

投資額1億以上 他

成長加速化補助金

＜一般型・通常枠＞
商工会地区補助金事務局HP
商工会議所地区補助金事務局HP
電話番号：０３－６６３４－９３０７ 商工会地区 商工会議所地区

中小企業新事業進出補助金
既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を
支援します。

補助上限：最大９,０００万円
補助率：１／２

問合先

問合先

問合先

新事業進出補助金事務局（コールバック予約システム）：
https://shinjigyou.resv.jp/

省エネ設備や電化・脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の更新を支援します。

Ⅰ

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

・一般社団法人環境共創イニシアチブ
・（ ）工場・事業場型
（先進枠）03-5565-3840
（一般枠/中小企業投資促進枠）

03-5565-4463

・（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型
03-5565-3840

・（Ⅳ）エネルギー需要最適化型
03-5565-4773
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詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税
などから税額控除できる制度です。
【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合】

賃上げ促進税制

全企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げに取り組む中小企業・小規
模事業者が必要とする設備資金や運転資金を特別利率で支援します。
（※）審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金）

公庫の融資を受ける際、従業員の賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対
して、融資後2年間、利率を0.5％控除します。
（※）審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

日本政策金融公庫
電話番号：０１２０－１５４－５０５

賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫
電話番号：０１２０－１５４－５０５

生産性向上や賃上げに取り組む事業者が、市町村から認定を受けた「先端設備等
導入計画」に基づき取得した設備に対して、償却資産に係る固定資産税の特例措
置を受けることができます。
（※）雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる場合は課税標準が3年間1/2に、3.0%以上増加させ

る場合は5年間1/4に軽減されます。

固定資産税の特例措置

＜先端設備等導入計画の作成等＞
・先端設備等の導入先の市区町村
＜税制＞
・中小企業税制サポートセンター
03-6281-9821

問合先

問合先

問合先

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら 詳しくはこちら

詳しくはこちら

問合先

問合先 問合先

引かけこみ寺取

金引き上げ特設ページ（厚労省）賃

中小企業・小規模事業者等が抱える取引上のト
ラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けて
サポートします。

働き方改革推進支援センター

各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング セミナー開催相談支援
労務管理等の専門家が

企業の「働き方改革」や賃金引き上げなどを無料で支援します！
専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。
専門家が企業への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。
企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、働き方改革セミナーを開催
しています。

働き方改革や経営改善に向けた相談先

フリーダイヤル ：０１２0-４１８-６１８
※お近くの「取引かけこみ寺」につながります。

よろず支援拠点

各都道府県のよろず支援拠点

売上拡大や、資金繰り・事業再生等に関す
る経営改善等の経営相談に対応します。
地域の支援機関とのネットワークを活用し
て、経営課題に応じて的確な支援機関等を
紹介します。

相談無料
秘密厳守
匿名相談可能

全都道府県に設置
電話での御相談、

オンラインでの御相談、
対面での御相談が可能です！

中小企業・小規模事業者等が抱える経営課題
に無料で相談対応します！

「中小受託取引適正化法（改正下請法）」や「価格交渉に関する講習会の案内、
受託取引や価格交渉・価格転嫁に関する相談窓口の紹介、取引環境改善に向
けた各種施策の紹介など、取引先との理想的な関係構築をサポートするため
のコンテンツを提供しています。

適正取引支援サイト

賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト（中企庁）
貸上げや最低賃金の対応をサポート！
収益向上のヒント、補助金・助成金・税制・
相談窓口などをまとめてチェック

賃上げ原資の確保に役立つ支
援策を一覧で参照できます。
中小企業庁の運営する補助金
サイト「ミラサポplu s」内に設
置しています。

伴走支援の強化
今回の最低賃金引き上げに伴い各支援機関での伴走支援の強化を行っております。最低賃金、賃
上げ等に関するご相談はお近くの支援機関（商工会・商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新
等支援機関、中小企業活性化協議会、事業承継引継ぎセンター等）までお越しください。
※各支援機関の連絡先は賃上げ・最低賃金対応支援特設サイトからご確認ください。

最低賃金の情報や賃上げ事例を発信！
賃金引上げに向けた取組事例や各都道
府県の賃金引上げ支援策を掲載
最低賃金額や発効日等の情報、
賃金引上げの取組事例等を掲
載しています。
厚生労働省の運営する「最低賃
金特設サイト」内に設置してい
ます。



+
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大切な、商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制度です!

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族であって
健康な方が対象となります。

（「病気」の補償およびトータル「がん」補償・シンプル「がん」補償の場合、健康状態に関する告知義務があります。）
※ただし2024年11月1日時点での満年齢が満 6歳以上満80歳以下（シニア医療特約・シニアトータル「がん」プラン・
　シニアシンプル「がん」プランでは新規ご加入は満 74歳以下）の方に限ります。
「家族」とは…①配偶者、父母、子　②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫　③配偶者の父母　をいいます。
※万一、商工会からの脱退や退職等により、加入者資格を喪失した場合には、お手数ですが、ご加入の商工会へご連絡
　くださいますようお願いいたします。

2025年11月1日午後4時から2026年11月1日午後4時まで
中途加入の場合、毎月1日午前0時から2026年11月1日午後4時まで

共済（補償）期間

ご加入できる方

大きな安心を手軽な掛金で全国商工会会員福祉共済制度
全国商工会連合会が運営する「福祉共済制度」。傷害プランは、職種・年齢・性別問わず、月額2,000円～
の掛金で充実補償。さらに、医療特約（月額1,000円）を追加すれば、病気での入院も補償します。
仕事中はもちろん、交通事故や家庭内でのケガ・病気など幅広く対応しており、商工会会員とその従業
員、商工会役職員（すべてのご家族含む）が対象です。

◎福祉共済のプラン一覧

お問い合わせ・資料請求はご加入の商工会へ

一　迫　花　山　商　工　会
商工会は行きます！ 聞きます！ 提案します！

栗原市一迫真坂字高橋10　TEL.52-3300 FAX.52-2005

商工会
都道府県商工会連合会
全 国 商 工 会 連 合 会

全国商工会連合会 TEL.0800-800-8858 受付時間：平日10時～17時（土・日・祝・年末年始を除く）

・「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます　・傷害ライトプランのみの加入はできません
・個人賠償責任補償、熱中症の補償は「傷害ライトプラン」には付帯されません
※1、新規加入は80歳、継続加入は満85歳まで　※2、新規加入は74歳、継続加入は満80歳まで　※3、新規加入は65歳まで

「けが」「病気」「がん」の補償は福祉共済および東京海上日動火災保険（株）が引受保険会社である団体総合生活保険（医療補償基本特約・がん補償基本特約）、
総合生活保険（個人賠償責任補償）の概要をご紹介したものです。「生命」保障は引受保険会社ジブラルタ生命保険（株）の集団契約特約付勤労保険を引受
商品としています。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」約款をよくお読みください。ご不明な点がございましたら、商工会までお問い合わせく
ださい。

あなたも家族もまるごと守る！ 頼れる補償の

全国商工会会員福祉共済
毎月ご加入いただけます！！

保険会社引受部分・団体総合生活保険（医療補償基本特約・がん補償基本特約）・総合生活保険（個人賠償責任補償）

は償補の」気病「、償補」んが「ルタート

補償内容が
さらに充実

しました
「けが」の

補 償 「病気」の
補 償

トータル
「がん」補償 シンプル

「がん」補償

医療特約
+1,000円

シニア医療特約
+1,000円

疾病による入院、
手術等を補償します

他人に対して法律上の
損害賠償責任を

負った場合に補償します

「病気」の補償
満６歳～74歳※2

けがによる死亡・後遺障害、
入院、手術、通院を補償します

「けが」の補償
満６歳～80歳※1

「がん」の補償
満６歳～74歳※2

「生命」保障
保険年齢６歳～65歳※3

トータル
「がん」補償

トータル
「がん」補償

3,000円

シンプル
「がん」補償

3,000円

シニアトータル
「がん」補償

6,000円

シニアシンプル
「がん」補償

6,000円

シンプル
「がん」補償

がん・けが・
疾病による入院、

手術等を
補償します

がんによる入院、
手術等を

補償します

死亡と傷害または疾病による
所定の高度障害状態を保障します

※詳細は「ご契約のしおり・約款」を
　ご確認ください。

共済期間：10年
掛金例
（共済金２口=1,000万円の場合）

男 性

30歳

40歳

50歳

60歳

女 性
1,470円

2,470円

4,690円

9,640円

1,200円

1,960円

3,220円

5,080円

傷害ライトプラン 1,000円

シニア傷害
プラン
2,000円

傷害プラン
2,000円コース

傷害プラン
3,000円コース

傷害プラン
4,000円コース

「熱中症」の補償

「個人賠償」の補償

「熱中症」の補償

「個人賠償」の補償

令和８年３月31日発行第97号(6)
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HOSPITAL

「けが」の補償

配当金

「けが」
の

補償

「病気」
の

補償

1,000円

死亡・高度障害共済金
1,000万円（2口）

6,000万円（12口）

180
110

商工会会員とその家族、従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族が対象！
 加入から共済金請求まで手続きは商工会の窓口で行なえます。

大切な、商工会会員の皆さまだからこそ
加入できる特別な制度です!

●お子様（6歳）から高齢者まで補償！
　（継続加入で85歳まで）

●台風や水害によるけがも補償！ ●通院補償も充実！
　ギプス（装具等は除く）
　装着も補償＊

＊骨折等の部位および
固定範囲によっては、
補償の対象外となる場
合があります。

●ご職業による掛金差はありません ●熱中症も補償！
※「熱中症」の補償は

傷害ライトプランには
付帯していません。

●日常生活における
　賠償事故も補償

※「個人賠償」の補償は
傷害ライトプランには付
帯していません。

●地震・噴火・津波によるけがも補償！ ●長期の入院でも安心！
　最長1,000日まで補償！

●月々2,000円から大きな補償！
　死亡共済金は 
　1,000万円＊
　入院共済金は
　8,000円/日＊ など

＊交通事故の場合

●「けが」の補償と同時加入により
　月額1,000円で加入できます。

●65歳以下は3,000円（満66歳以降
も掛金6,000円で同額補償を継続
します）

「生命」の保障「病気」の補償 「がん」の補償 

「けが」の補償 
各プランのおすすめポイント！！ 福祉共済は手頃な掛金で必要な補償に備えています！

●新規加入は65歳まで
　保険年齢＊ 6歳～75歳まで
　幅広い年齢を保障

＊保険年齢…被共済者の年齢は、満年齢で
計算し1年未満の端数については6ヵ月以
下のものは切り捨て、6ヵ月をこえるものは1
年とします。

●割安な掛金で
　最高6,000万円まで保障！

●がん診断共済金は初期のがんでも
「上皮内がん」や「白血症」でも減額せ
ずお支払いします

●病気による入院・手術・放射線治療・
　先進医療をすべてセットで補償します

●80歳まで継続加入ができ、掛け金
）でま歳47は入加規新（!ままのそは　

●高血圧・糖尿病・脂質異常症の持病
があってもシンプル「がん」プランに
加入できます

●配当金＊ があります
　（令和5年度配当率 16.92％）

＊配当はお約束できるも
のではありません。満期
または共済金お支払時
に支払われます。
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●経営力向上支援
　専門家の指導で経営力向上
　【利用者の声】
　　経営計画の策定で悩んでおり、商工会の経営指導員に相談したと

ころ無料で専門家を派遣していただき適切なアドバイスを受け、今
後の経営方針に役立ちました。

　　また、国の小規模事業者持続化補助金を活用して販路開拓につな
げることができました。

●資金繰りのご相談
　会員限定　小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
　　日本政策金融公庫が商工会で経営指導を受けている小規模事業者
の方々を対象に経営改善のため必要な資金を無担保・無保証人・低
利で融資する国の制度です。

　【利用者の声】
　　運転資金が乏しく資金調達を考えておりましたが、保証人も担保

もあてがなく困っていたところ、商工会の経営指導員にマル経融資
制度を進められ、商工会の推薦を受け、迅速かつスムーズに融資を
受けることができました。無担保・無利子・低利で条件が有利な制
度を利用しない手はありません。

●経理処理・税務申告
　商工会がオススメする　クラウド会計で楽々経理処理　商工会推奨

の記帳システムです
　◆だれでも使いやすい会計ソフト
　◆充実したサポート体制であんしん
　◆税制・法令改正対応も万全
　【利用者の声】
　　商工会の勧めで、インターネットで楽に経理処理ができるクラウ

ド会計を始めました。使い方も簡単で、税務申告期には、商工会の
指導も受けながらスムーズな申告を行うことができ非常に助かって
おります。利用料金も格安で、毎日の経営に欠かせません。

　　また、正確な帳票が作成でき、各種支援金等の申請の際にも非常
に役立ちました。

	

●労務の悩み解決
　労働保険の事務代行
　　従業員が仕事中や通勤途中で負傷したり、あるいは不幸にも死亡
された場合に補償される労災保険と、従業員が失業した場合に給付
される雇用保険のことをいいます。また商工会委託により、原則労
働保険に加入できない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入
することができます。
・メリット１　事業主や家族従事者でも「特別加入」の労災保険に加

入することができます。
・メリット２　保険料を３回に分割して支払うことができます。
・メリット３　ハローワークに行かなくても面倒な雇用保険等の手

続きを事業所に代わって行います。
・メリット４　政府上乗せ補償に加入できます。経営事項審査で加

点（15点）されます。
　【利用者の声】
　　従業員を雇用しておりますが、煩雑な労働保険の事務処理を商工

会に代行していただいております。総務部門の手間が省けますし、
手続きを忘れるというリスクもなくなりました。

●健康診断費用の助成を受けコストダウン
　健康維持増進支援事業（事業所健康診断費用の一部助成）
　【利用者の声】
　　商工会が主催する従業員の健康診断費用の助成制度を利用してお

ります。従業員を多く抱えているため、費用の一部助成はかなりの
コストダウンにつながっております。

●巡回訪問で商工会が身近な存在に　

　【利用者の声】
　　商工会の職員の方が、定期的に訪問していただき、経営の各種情

報提供や経営上の悩みなどの相談に乗っていただき、商工会は身近
な相談相手として欠かせない存在です。

●安心、有利な各種共済・保険制度
　　そのほか、各種共済・保険制度などの福利厚生プランをご用意い
たしております。

小規模事業者経営改善資金融資制度

小規模事業者の方々の経営をバックアップする

日本政策金融公庫の融資制度です

無担保・無保証人で

ル経融資
のご案内
商工会の推薦に基づき、お申込みいただける

5 経営指導員から
経営に関する
アドバイス

運転
資金

設備
資金

マ

3 返済期間

年以内１０
（うち据置期間２年以内）

32

※少額の
　利用も
　可能

ご融資額

万円以内
2,000

マル経の特徴

4
無担保・無保証人 相談

無料

1 利  率

2.40
（令和８年３月２日現在）

営業や工事、運搬のための
車両の購入に！

内装工事や看板設置などの
店舗改装費用に！

機器や設備の導入や更新に！

ソフトウェアや
システム導入に！

仕入や買掛金、諸経費等の
支払いに！
従業員の給与・賞与・賃上げの
原資に！
チラシ、ホームページ等の
広告宣伝費に！
各種補助金の入金までの
つなぎ資金に！

詳細は右面をご確認いただき、お問い合わせ先にご相談ください。

マル経融資はこのような使い方ができます
※お申込み金額が1,500万円超える場合は、事業計画書の提出が必要になります。

ご融資までのお手続きは、
商工会がサポートします！

マル経融資の流れ ※審査の結果、ご希望に沿えないことがあります。

 
業　　種

従業員数
常時使用する従業員

営業年数

納　　税

経営指導

法人企業の方
　

個人事業主の方

チェック！  チェック！  

マル経融資の最新情報は「マル経融資」で
検索または右記までお問い合わせください。

マル経融資（日本政策金融公庫ホームページ） お問い合わせ先

マル経融資

一迫花山商工会
〒987-2308 宮城県栗原市一迫真坂字高橋10

 ℡ ０２２８ｰ５２ｰ３３００

マル経融資をご利用いただける方 ※法人・個人事業主問わずご利用いただけます。

お申込み時にご用意いただくもの

□ 確定申告書・決算書の控え（いずれも直近２期分）
□ 最近の試算表（決算後６ヶ月以上経過している場合）
□ 納税確認書類（領収書または納税証明書）
　 ①法人税　②事業税　③法人住民税
□ 金融機関等借入金明細書
□ 所有不動産の登記事項証明書（初回利用時のみ）
□ 履歴事項全部証明書
□ 見積書・契約書等（設備資金申込の場合のみ）
□ 許認可・届出書（許認可対象業種の場合のみ）
※上記以外の書類も必要に応じ求める場合があります。

□ 確定申告書・決算書の控え（いずれも直近２年分）
□ 最近の試算表（決算後６ヶ月以上経過している場合）
□ 納税確認書類（領収書または納税証明書）
　 ①所得税　②事業税　③住民税
□ 金融機関等借入金明細書（住宅ローン等含む）
□ 所有不動産の登記事項証明書（初回利用時のみ）
□ 本人確認書類

（運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き） 　
□ 見積書・契約書等（設備資金申込の場合のみ）
□ 許認可・届出書（許認可対象業種の場合のみ）
※上記以外の書類も必要に応じ求める場合があります。

商工業者であって日本政策金融公庫の融資対象業種であること
卸売業、小売業、飲食業、サービス業：５人以下
製造業、建設業、宿泊業、娯楽業等：２０人以下
同一商工会の地区内で１年以上継続して事業を営んでいること
納期限が到来している所得税（法人税）、事業税、住民税（法人住民
税）を原則として、すべて完納していること
商工会の経営指導員による経営指導を原則６ヶ月以上受けていること

経営指導員が
事業所へ訪問

商工会にて
審査・推薦

日本政策金融公庫
が審査

日本政策金融公庫
が融資実行

商工会へ
ご相談・お申込み

商工会活用事例


